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② 法第７条本文に「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において」と規定されているとおり、法

第７条は労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契

約が締結されているが就業規則は存在しない事業場にお いて新たに就業規則を制定した場合につい

ては適用されないものです。また、就業規則が存在する事業場で使用者が就業規則の変更を行った場

合については、法第１０条の問題となるものです。 
 

③ 法第７条本文の「合理的な労働条件」は、個々の労働条件について判断されるものであり、就業規則に

おいて合理的な労働条件を定めた部分については同条の法的効果が生じ、合理的でない労働条件を

定めた部分については同条本文の法的効果が生じないこととなります。 

就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規

定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、法第 ７条本文によっても労働契

約の内容とはならないものです。 
 

④ 法第７条の「就業規則」とは、労働者が就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目につ

いて定めた規則類の総称をいい、労働基準法第８９条の「就業規則」と同様ですが、法第７条の「就業

規則」には、常時１０人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者が作成する労働基準法第８９条

では作成が義務付けられていない就業規 則も含まれるものです。 
 

⑤ 法第７条の「周知」とは、例えば、 

ⅰ）常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること ⅱ）書面を労働者に交付すること 

ⅲ）使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は労働基準法施行規則第２ ４条の２の４第３

項第３号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が

当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 

等の方法により、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておく

ことをいうものです。このように周知させていた場合には、労働者が実際に就業規則の存在や内容を

知っているか否かにかかわらず、法第７条の「周知させていた」に該当するものです。 

なお、労働基準法第１０６条の「周知」は、労働基準法施行規則第５２条の２により、 ⅰ）からⅲ）までの

いずれかの方法によるべきこととされていますが、法第７条の「周知」は、これらの３方法に限定され

るものではなく、実質的に判断されるものです。 
 

⑥ 法第７条本文の「労働者に周知させていた」は、その事業場の労働者及び新たに労働契約を締結する

労働者に対してあらかじめ周知させていなければならないものであり、新たに労働契約を締結する労

働者については、労働契約の締結と同時である場合も含まれるものです。 
 

⑦ 法第７条は、就業規則により労働契約の内容を補充することを規定したものであることから、同条本

文の規定による法的効果が生じるのは、労働契約において詳細に定められていない部分についてで

あり、「就業規則の内容と異なる労働条件」を合意していた部分については、同条ただし書により、法

第１２条に該当する場合（合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合）を除き、その合意が優

先するものです。 


